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第２０回大津町農業委員会定例総会議事録 
 
 

        １．開催日時  令和７年２月１０日（月） ９：３０から１０：３５ 

２．場  所  大津町役場 ２階 町民協働ルーム 
 

３．出席農業委員 （１２人） 
１番 古庄  継    ２番 東 一夫     ３番 西村 千香 

   ４番 藤本 勝昭    ５番 宮﨑 京子    ７番 府内 公生 
   ８番 岩本 勝     ９番 今村 太    １０番 大村 礼美  
  １１番 荒木  文   １２番 津田 恵美 

 
出席農地利用最適化農業委員 （３人） 

   ６番 吉山 一豊    ９番 石原 龍二       
 
４．欠席農業委員（１人）   ６番 宮﨑 恵美 

欠席推進委員（１人）  １０番 西本 和重 
   

５．議事日程 
  日程第１  開 会 

日程第２  議事録署名委員の指名 
日程第３  会期の決定について 
日程第４  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
日程第５  議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 
日程第６  議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用 

地利用集積計画（利用権設定）の決定について 
日程第７   議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用 

地利用集積計画（所有権移転）の決定について 
日程第８  議案第５号 農地中間管理事業の推進に係る法律第１８条第５項による 

農用地利用集積等促進計画の意見について  
日程第９  議案第６号 農地法第４条の規定による許可不要転用届（熊本県）につ 

いて 
日程第１０ その他 
 

６．農業委員会事務局職員    
事務局長 梅田 博隆   事務局次長 田上 克也   事務局 堀江 大成 

 
７．会議の概要    別紙のとおり 
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【令和７年２月１０日 第２０回定例総会議事録 別紙】 

 

事務局   定刻になりました。皆さんお揃いですので、定例総会を始めてよろしいでしょ

うか。 

      それでは、荒木職務代理者から開会の宣言をお願いいたします。 

 

職務代理   ご起立をお願いします。みなさん「おはようございます」。着席をお願いし

ます。只今から令和７年２月、第２０回定例総会を開会いたします。 

 

事務局   日程第１、開会、開会に当たり、津田会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長   会長挨拶あり。 

 

事務局   ありがとうございました。 

 

続きまして、会議の成立ですが、本日は、農業委員の過半委員が出席されて

おられますので、総会が成立していることをご報告いたします。 

次に議長選出ですが、議事進行につきましては、会長にお願いします。 

 

会 長   それでは、議長ということですので議事を進めさせていただきます。 

日程第２、議事録署名委員の指名です。１０番 大村 礼美委員と １１番 

 荒木  文委員にお願いします。 

 

   日程第３、会期の決定についてです。お諮りします。２月の第２０回定例総会

は、本日１日を持って終了としたいと思いますが、ご意見はございませんか。 

 

   賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。２月の第２０回定例総会は本日１日をもって終了とし 

ます。 

 

   議案審議に入ります。日程第４、議案第１号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。  

 

事務局   それでは議案第１号、農地法第３条に係る申請についてご説明いたします。 

議案書は１Ｐとなります。申請地見取図は１Ｐ～２Ｐをお願いいたします。 

 

農地法３条では、調査書に記載した各項目に該当する場合、いわゆる農業者の 
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要件を満たさない場合は許可できないとなっております。 

令和５年４月１日に農地法が改正され、調査書１の第２項第５号が削除され 

ています。いわゆる農地取得には５０ａの農地保有が必要であるという「下限

面積要件」は廃止されました。 

  今後は、調査書の第２項第１号から第６号により判断することになります。 

 

申請地は大字陣内地内にある農地２筆です。 

申請理由は、贈与による所有権の移転です。ＷＣＳの栽培を予定されており、

周辺農地の利用に支障はないものと考えられます。 

調査書記載のとおり１号から６号まで該当する項目はないと思われます。  

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会 長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、陣内地区ですので、

藤本委員から説明をお願いします。 

 

藤本委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

      申請地は大字陣内地内の農地です。 

申請の内容は、陣内地内の田２筆、２，６２８㎡について贈与による所有権

の移転を行うものです。 

譲受人は農家で、申請地の近隣に住居があり、賃借権の設定を行い永年耕作

を行っていましたが、譲受人が県外在住で高齢となったことから農地の処分を

検討した結果、現在の耕作者への贈与の申し出がありました。双方で協議した

結果、話がまとまったため申請に至ったものです。農業機械等は所有するトラ

クターを使用することとなっています。労働力、営農技術も問題ないと思われ

ます。 

現地調査後の小委員会審議では、全員異議なし「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。  

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

陣内地区担当は吉山推進委員です。今回の申請についてご意見等はございま 

せんか。 

 

委員意見  約２，７００㎡もある圃場整備済の水田を贈与という形があるのかと思いま 

したが、耕作もなされており問題はありません。 

 

事務局   経緯としては、事務欲へ県外在住の所有者から申請地を含む大津町内の農地

等の財産について、自分の代で処分を検討したいととのの相談があり、現在の耕

作者と協議を行った結果、今回申請地の２筆について最終的に贈与での合意に

至ったものです。他の農地はそのままの状態となっています。 
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      また、最近は県外在住者で、相続はしたものの農地の所在もわからず、固定資

産税等の問題もあるので、自分の代で処分したいとの相談は増加傾向です。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員のご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

３条の１、贈与による所有権の移転につきましては、許可と決定します。 

 

続きまして、３条の２について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ３条の２、調査書は２Ｐ、申請地見取図は３Ｐ～４Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字新地内にある農地１筆です。 

申請理由は、売買による所有権の移転です。家庭菜園で野菜の栽培を予定され

ており、周辺農地の利用に支障はないものと考えられます。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会 長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、新地区ですので、

岩本委員から説明をお願いします。 

 

岩本委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

      申請地は大字新地内の農地です。 

申請の内容は、新地内の田１筆、５１０㎡について売買による所有権の移転

を行うものです。 

譲受人は農家で、申請地の隣に住居があります。今回、譲渡人と譲受人双方

で売買の話がまとまったため申請に至りました。農業機械等は所有する耕運機

を使用することとなっています。労働力、営農技術も問題ないと思われます。 

現地調査後の小委員会審議では、全員異議なし「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。  

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

新地区担当は西本推進委員ですが本日欠席です。事務局で何か意見は預かっ 

ていますか。 
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事務局   西本委員より「特に意見はありません」と連絡があっております。 

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員のご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

３条の２、売買による所有権の移転につきましては、許可と決定します。 

 

 

続きまして日程第５、議案第２号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局   それでは、議案第２号、農地法第４条に係る申請についてご説明いたします。 

議案書は２Ｐをお願いいたします。今回１件の申請がなされております。 

   ４条の１、意見書（案）は１Ｐ、申請地見取図は５Ｐ～６Ｐをお願いいた 

します。 

申請地は大字室地内の農地です。 

１の転用目的は植林への転用です。 

農地の区分は、他の農地区分に該当しない、農業公共投資の対象となってい

ない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地となっていることから「第２種農

地」で転用は可能です。 

なお、植林は昭和３６年に購入した時からに施行済みで今後は、農地法を遵

守しますと始末書の提出がされています。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、室地区ですので、

岩本農業委員から説明をお願いします。 

 

岩本委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は、大字室地内で、室工業団地の北に位置する農地です。  

申請の内容は、申請地は昭和３６年に取得しましたが、取得した当時から、

植林を実施済みです。今後も現況どおり山林として維持したいため今回の申請
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になりました。 

申請地の周辺も山林で、日照、通風等への影響も問題ないと思われます。現

地調査後の小委員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

      次に、最適化推進委員の意見がありましたらお願いいたします。 

室地区担当は石原推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ 

んか。 

 

委員意見  特にありませんが、現況が山林なのでやむを得ないと思います。今後タブレッ 

トでの現地調査については注意したいと思います。 

 

岩本委員  現況は雑木も多数あり、杉・檜を植栽するとのことだが現状で植栽しても育た 

ないと思われます。 

 

事務局   県との協議で、植林した当時の状況で申請をすることとなっています。現状と 

しては委員ご指摘のとおりだと思われます。杉・檜等の植栽がある場合は転用申 

請、雑木等の２種３種農地は非農地証明で対応しています。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員のご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

４条の１、植林への転用については、原案のとおり可決とし、農業委員会の

意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

       

続きまして日程第６、議案第３号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局     議案第３号、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画、利用権設定の決定についてご説明申し上げます。 

令和７年４月からは中間管理事業推進法による中間管理機構を介した貸借に１
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本化されますが、基盤強化法による相対の貸借権設定も本年度末までは活用でき

ます。希望される方については従来どおりの相対での貸借権の設定を行うもので

す。 

今月の利用権設定申出書・計画書の件数は２４件です。１番から１９番までが

再設定で、２０番から２４番が新規の申請となっております。 

申出書面積の合計は１０９，０１７㎡（約１１町）です。貸人、借人、経営面

積、利用権を設定する農地につきましては議案書に記載のとおりです。 

個別の内容につきましては、利用権の種類、利用権の内容、期間、１０ａ当り 

の賃借料の順に読み上げて説明しておりましたが、迅速に議事を審議する観点か 

ら、確認していただく時間を設けたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

会 長   それでは少し時間を設けますので、個別ごとの内容確認をお願いします。 

 

事務局   この計画は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条第１

項の規定により、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規定する要件であ

る、町が定める基本構想に適合し、借人は権利設定後も農地全てを効率的に耕作

し、農作業にも常時従事すると認められる申請者であると判断いたします。以上

で終わります。 

 

会 長   事務局の説明、確認が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

農用地利用集積計画の利用権設定についてご意見・ご質問等はございませんか。 

 

西村委員  Ｎｏ２３の賃借料は全体でどの程度になるのですか。 

 

事務局   ４筆合計で６，７９４㎡となっております。１０a 当り２０，０００円の賃借 

料ですので全体で１３５，８８０円となります。 

 

会長    他に、ご意見・ご質問等はございませんか。 

（意見・ご質問なし） 

それでは、大津町長が定めた農用地利用集積計画の利用権設定について、こ

れを決定することに賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

議案第３号、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の利用権設定については、原案どおり承認・決定といたします。 
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  続きまして日程第７、議案第４号について上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局   それでは、議案第４号についてご説明いたします。議案書は９～１０Ｐとなり

ます。 

議案第４号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画、所有権移転の決定についてご説明申し上げます。令和７年４月以降の売

買に伴う所有権移転については、中間管理事業推進法による売買事業となります。 

    大津町の場合の所有権移転は、抵当権等の整理・代金支払い・登記事務など農

業者が安心して所有権の移転ができること、また、農地集積を図るための県内唯

一の公的機関であり、大津町も含めた県内の自治体が出資している団体である

「財団法人熊本県農業公社」が、旧農業経営基盤強化促進法に基づき農地中間管

理機構の事業の特例として実施する「農地売買等事業」を活用し実施しています。

農振農用地区域内の農地が対象です。 

   今月の所有権移転申出書・計画書の件数は６件です。 

   譲渡人、譲受人、所有権を移転する農用地、所有権移転内容につきましては議

案書に記載のとおりです。 

   申出書面積の合計は、１６，３７６㎡（約１町６反）、対価の合計は５，５７０，

７３２円です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

     それでは審議に入ります。 

     農用地利用集積計画の所有権移転についてご意見・ご質問等はございませんか。 

   （意見・質問なし） 

      それでは、大津町長が定めた農用地利用集積計画の所有権移転について、これ

を決定することに賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

      （全員挙手） 

      全員賛成と認めます。 

       

議案第４号、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画の所有権移転につきましては、原案どおり承認・決定といたします。 

 

 

続きまして日程第８、議案第５号について上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局   国の法改正に伴い、令和７年４月から「農業経営基盤強化促進法」に基づく相



8 

 

対での利用権設定が廃止となり、「農地中間管理事業推進法」による利用権設定

に統合・１本化されます。 

これに先駆けて、昨年１１月から議案の記載方法を変更しております。 

以前は、基盤強化法による一括方式の議案と、中間管理事業推進法による再配

分の議案を分けて上程していましたが、中間管理機構の様式が昨年１１月から統

一様式となりましたので１つの議案として上程しています。 

左の番号の下に一括方式と再配分の区分を明記しています。 

また、再配分については、「貸人」・「転貸人」・「前借人」・「借人」を記載し、所

有者から公社が借り受け、その後担い手に貸付けた後、どの担い手に再配分した

のかが分かるようにしております。 

令和７年４月以降は、議案第３号の基盤強化法による利用権設定も、議案第４

号の基盤強化法による所有権移転も、中間管理事業推進法による貸し借り及び売

買（公社売買）となります。 

 

それでは、議案第５号についてご説明いたします。議案書は１１Ｐ～１３Ｐと

なります。 

議案第５号 農地中間管理機構の推進に係る法律第１８条による農用地利用

集積等促進計画（案）の決定についてご説明申し上げます。 

今月の申請は８件で、すべて一括方式となっており、再配分はありません。 

申出書面積の合計は４２，５６９㎡（約４町３反）です。 

貸人、転貸人、借人、経営面積、利用権を設定する農地等につきましては議案

書に記載のとおりです。 

審議の結果、今回の計画（案）が決定された場合は農地中間管理事業推進法第

１８条第１項第１１号の規定の基づき、中間管理機構に正式な計画書を作成す

るよう要請書を提出することになります。 

   今回の計画（案）は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第

１号で規定する基本方針及び農地中間管理機構事業規定に適合し、設定を受け

る者は、農地法第３条第２項で定める農地全てを効率的に耕作し、農作業にも常

時従事すると認められると判断されます。 

   以上、事務局の説明を終わります。 

  

会 長   事務局の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

農用地利用集積等促進計画（案）についてご意見・ご質問等はございませんか。 

（意見・ご質問なし） 

それでは、農地中間管理機構の農用地利用集積等促進計画（案）について、こ

れを決定し、計画書作成を要請することに賛成の農業委員は、挙手をお願いし

ます。 
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   （全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

議案第５号 農地中間管理機構の推進に係る法律第１８条による農用地利用

集積等促進計画（案）については、これを決定し、中間管理機構へ計画書作成を

要請することとします。 

 

 

続きまして日程９、報告第１号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局   それでは報告第１号についてご説明いたします。議案集１枚目の裏面には議

案第６号と記載していますが誤りです。申し訳ございませんが報告第１号へと

読み替えをお願いします。 

議案書の１４Ｐをお願いします。 

報告第１号 農地法第４条の規定による許可不要届出についてご説明申し上 

     げます。 

申請者・転用をしようとする土地の所在につきましては、議案書に記載のとお 

     りでございます。 

届出の内容は、農地法第４条第１項第２号の規定により、熊本県が砂防ダムに

転用するものです。以上の場合、「農地法」及び「農地法施行規則」の規定により、

許可は不要となります。 

以上、ご報告いたします。 

 

会 長  事務局の説明が終わりました。 

報告１号についてご意見・ご質問等はございませんか。 

（意見・ご質問なし） 

          以上で報告 1号を終了します。 

 

 

続きまして日程１０を上程いたします。 

その他について事務局から審議案件はありますか。 

 

事務局  （事務局次長が資料を説明） 

お手元に配布しております「Ｒ７．２．１０ 総会時 委員配布資料」をご覧

ください。 

 

（事務局次長が資料を説明） 

・３月の現地調査及び小委員会予定について 
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案はＲ７．３/３（月）   午前９時００～ 

・１月の定例総会予定について 

案はＲ７．３/１０（月）  午前９時３０～ 

・農地利用意向調査の発出について 

           ・毎月の【農業委員会活動記録簿】の提出について 

 

会 長   他にございませんか。何もなければ、本日、農業委員会に付託してありました

議事日程につきましては、すべて終了しました。最後に閉会を、荒木職務代理者

にお願いします。 

 

職務代理  これをもちまして、令和７年２月の第２０回農業委員会定例総会を終了いた

します。大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




